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こと。

カ．企画提案書等の提出期限の最終日から契約日までの期間において、那覇港管理組合から入札参加資

格（指名）停止がなされていないこと。

キ．租税を完納していること。

ク．参加は単独に限らず共同企業体でも可とする。この場合の要件は以下のとおりとする。

ａ．共同企業体を代表する事業者が参加手続を行うこと。

ｂ．自主結成方式とする。

ｃ．当該業務に関し、２つ以上の共同企業体の構成員となることはできない。

ｄ．代表者は構成員のうち最大の履行能力を有し、かつ最大の出資割合の者でなければならない。

ｅ．構成員のうち最小の出資者の出資割合は３０％以上でなければならない。

ｆ．共同企業体の協定書は、参加要領と同時に配付する所定様式（共同企業体協定書）によるもので

あること。

ｇ．共同企業体を構成する全ての事業者は、参加資格イ～キの要件を満たす者であること。

（２）参加表明者の実績

ア 参加表明者に関する要件

（ア）同種又は類似業務の実績

下記に示される同種業務又は類似業務について、平成１５年度以降から公告日までに完了した業

務（再委託による業務の実績は含まない。）において、企業単体として、１業務以上の実績を有さ

なければならない。

ａ．同種業務：下記①～②のすべてを行う業務。ただし、実績として示す１業務ですべての要件を満

たす必要はなく、複数業務の実績であわせて①～②の要件を満たしていればよい。

①港湾施設または港湾近隣施設の利用を促進する業務

②県内住民と県外・海外からの来訪者の交流を促進する業務

ｂ．類似業務：下記①～②のうちのいずれかを行う業務

①港湾施設または港湾近隣施設の利用を促進する業務

②県内住民と県外・海外からの来訪者の交流を促進する業務

３ 第一位受注候補者の特定に関する事項

(1) 評価の方法

算出方法は、以下のとおりとする。

ア 評価値の算出方法

評価値＝参加表明企業の評価点＋企画評価点

イ 参加表明企業の評価点の算出方法

企画提案書の内容に応じ、下記(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)の評価項目毎に評価を行い、評価点を与える。

なお、(ｵ)については該当する場合、特定しない。

(ｱ) 業務実績

(ｲ) 迅速性（予定担当者の勤務地）

(ｳ) 経営能力

(ｴ) 情報収集力・地域貢献

(ｵ) 専任制

ウ 企画評価点の算出方法

企画提案書の内容に応じ、下記(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)の評価項目毎に評価を行い、企画評価点を与える。

(ｱ) 予定担当者の経験及び能力

(ｲ) 実施方針等

(ｳ) 特定テーマに対する企画提案

(2) 第一位受注候補者の決定方法

第一位受注候補者の決定は、(1)によって算出された評価値の最も高い者を第一位受注候補者とする。

なお、評価値の最も高い者が２社以上あるときは、その中で企画力等の評価基準の最も高い者を第一

位受注候補者とする。それでも、最も高い者が２社以上あるときは、その中で特定テーマの評価点が最

も高い者を第一位受注候補者とする。それでもなお、最も高い者が２社以上あるときは当該者にくじを

引かせて第一位受注候補者を特定する。
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第一位受注候補者は、第一位受注候補者を契約審査会の審議を経て決定する。

その結果は企画提案書を提出した者全員に通知する。

４ 各種手続き等

（１）参加説明書、設計図書の交付期間、交付方法等

ア 交付期間 公告日から土、日、祝祭日を除く１０日間 午前９時から午後５時まで

イ 問い合わせ先 沖縄県那覇市通堂町２番１号

那覇港管理組合 企画建設部 企画室

（２）参加表明書の提出等

参加を希望するものは、下記により参加表明書を提出するものとする。

ア 参加表明書の提出期間、提出場所及び方法等

（ア）期 間 公告日から土、日、祝祭日を除く１０日間 午前９時から午後５時まで

（イ）提出方法等 参加説明書による

（３）企画提案書及び見積書の提出等

企画提案書及び見積書の提出方法は、次のとおりとする。

ア 企画提案書及び見積書の提出期間等

（ア）期 間 公告日から１５日程度

（イ）提出方法等 参加説明書による

イ 企画提案書のヒアリング

（ア）期 間 企画提案書提出期限の日から３日程度

（イ）方法等 参加説明書による。

（４）特定に関する事項

第一位受注候補者として決定された者に対しては、特定通知書にて通知する。

那覇港管理組合は、原則として、第一位受注候補者と委託内容について協議を行い、委託契約を行う。

ただし、那覇港管理組合は第一位受注候補者との間で、委託に関して必要な協議が合意に至らなかっ

た場合は、次順位以降の者を繰り上げて、その者と契約するものとする。

なお、一定水準を満たした提案がない場合、該当なしとする場合がある。

（５） 参加表明の取り下げ

参加表明書を提出したものの、諸事情により参加表明を取り下げる場合は年月日、宛名（那覇港管理

組合管理者）、当該参加表明者名、題名（参加表明取り下げ申請書）、本文を記した「参加表明取り

下げ申請書」を持参または郵送にて提出すること。なお、取り下げにより、那覇港管理組合が行う他

の公募で不利な取り扱いを受けることはないものとする。

５ その他

（１）契約保証金

契約を結ぼうとする者は、那覇港管理組合契約規則第4条の定めるところにより、契約保証金は免除

とする。

（２）参加資格の喪失

本公告に示した参加資格のない者の評価又は参加表明書、企画提案書申請書及びその他提出資料に虚

偽の記載をした者の評価は無効とするとともに、指名停止を行うことがある。

なお、指名停止措置を受け第一位受注候補者の決定時において指名停止期間中である者の評価も無効

とする。

（３） 参加表明書又は企画提案書の提出期限後において、原則として参加表明書及び企画提案書に記載

された内容の変更を認めない。

（４） 配置予定担当者の確認

ア 参加表明書に記載した予定担当者は、原則として変更できない。但し、病休、死亡、退職等のやむ

をえない理由により変更を行う場合には、同等以上の担当者であるとの発注者の了解を得なければな

らない。

イ 第一位受注候補者の決定後、配置予定管理担当者の専任制（手持ち業務量）違反の事実が確認され

た場合、契約を結ばないことがある。

（５） 問い合わせ先一覧



- 4 -

ア 契約関係：〒 900-0035 沖縄県那覇市通堂町２番１号

那覇港管理組合 企画建設部 企画室

TEL 098-868-4544 FAX 098-862-4233

イ 応募調書資料関係：アと同じ。

ウ 設 計 図 書 関 係 ：アと同じ。

（６）詳細は参加説明書による。


